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[テキストを

 

 

7 月 23 日

警察署取

6 

7 月 2 日警

4 

そ
の
時
間
は
講
義
を
受

け
て
た
ん
で
す
よ
！ 

6 月 27 日

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

     

危機的

冤罪

 
二宮さ

うして

けるこ

てしま

ろうか。

 

１．次の

学習

状況を理

？ 

を入力してく

日  
取調室 

警察署取調室 

僕
は
や
っ
て
ま
せ
ん
！

そ
の
時
間
は
講
義
を
受

まだ 10 時

15 分か。

○△大学 

   

   
的状況 

罪 1 

 

さんは，ど

裁判を受

とになっ

ったのだ

。 

漫画を読

習課題 

理解する 

ださい] 

…僕がや

すみませ

致
し
た
ん
だ
!!

その後 

時 

 

 
 

読んで状況

「

・

・

りました。

んでした。

嘘
を
つ
く
な･

犯
行
に
使
わ
れ
た

パ
ソ
コ
ン
の
IP
ア
ド
レ
ス

※

と

お
前
の
パ
ソ
コ
ン
の
も
の
が
一

致
し
た
ん
だ
!

「見

日常 

況を理解し

「何もやって

・大学で講義

・ネット上に
書き込み

9 

7月 5日 留

広島裁判

7 

見ず知ら

しよう。

てないのに

義 

に 

こ

留置場

判所

2 3 

7 月 1 日

自宅前

らずの

きっかけ

に…」 

 

・誤認逮捕

※IP ア

に接続

振られ

こまった

だ

認
め
て

た
ら
早
く
帰
れ
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
。 

か
っ
た
。
お
前
を
逮
捕
す
る･ 

日

の容疑」

捕 

アドレス…イン

続されたコンピ

れた識別番号。

！ 

そ
の
後
、
二
宮
さ
ん
は
起
訴
さ
れ
、
裁
判

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

5 

…
い
つ
ま
で
続
く
ん

だ
…
認
め
て
し
ま
っ

二
宮
だ
な
？
6
月
27
日
お
前

の
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
爆

破
予
告
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

」 

危機 

・裁 判

ンターネットな

ピュータや通信

「パソコンの指

に
み
え
る
ね
え
。 

で
き
た
の
か
な
。 

判 

などの IP ネッ

信機器１台ごと

指紋」とも呼ば

 

 

 

二
宮
さ
ん
は
何
も
や
っ

て
な
い
か
ら
、
濡
れ
衣

二
宮
さ
ん
は
，
本
当

に
書
き
込
む
こ
と
が

トワーク

とに割り

ばれる。
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Ⅱ 
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[テキストを

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3．危機

●講義

ため

自分

 

●早く

べか

い！

 

●やっ

罪を

なの

二

2．危機

用語の

調べよ

 二宮さ

を受けて

から爆破

二宮さ

犯行に使

②    

んは取り

されまし

ついに④ 

 その後

危機の

予想し

私の最

アドバ

を入力してく

機的状況を

義を受けてい

め，やったの

分ではない！

く勾留や取り

から解放され

 

ってないけど

を認めた方が

のではないか

二宮さん 

機的状況を

の意味を 

よう 

んは広島県

いました。

予告があっ

んは警察官

われものと

   の

調べで罪を

た。二宮さ

    

，二宮さん

の結果を 

しよう 

最初の 

バイス 

ださい] 

を整理しよ

いた

のは

 

り調

れた

ど，

が楽

か… 

をまとめよ

１

 逮
 

２

ま

み

県のある大

７月１日

った」と濡

官によって

と同じだと

ので，自宅の

を③   

さんは長い

  （虚

んは起訴さ

３

よう。 

逮捕・勾留

よう。

．次の用

逮捕，勾

．誤認逮

まった二

みよう。

 

学に通う学

，大学から

れ衣を着せ

取り調べを

言っていま

のパソコン

     

勾留生活，

偽自白）し

れ，裁判が

 誤認

．上の話

をかけま

10 

●二宮さん

    

留をめぐる

語の意味

留，自白

捕された

宮さんは

学生です。

ら家に帰る

せられ（冤

を受けまし

ます。しか

ンで書き込

（否認）。

度重なる

してしまい

が行われる

認による

を聞いて

すか。

んへの一言「

      

る両者の意見

味を調べよ

，検察，

た上に，や

は，今後ど

６月２７日

ると警察がや

罪），逮捕

した。警察は

し，書き込

むことはで

その後，

取り調べに

ました。

ことになり

る逮捕 

て，あなた

    

     

●

 

●

見 

よう。 

起訴，留

やってもい

どうなるの

 

日，いつもの

やってきて

捕されてしま

は二宮さんの

込みがあった

できません

検察に送ら

によって精

りました。

たなら二宮

     

     

犯行に使わ

ソコンの IP

レスが二宮

と同じである

きっと二宮

込 ん だ は ず

ら，いつか

めるはずだ

警察官

留置場，冤

いない罪を

のだろう。

のように大

て，「お前の

まいました

の①   

た時間，二

。そのため

られ，２０

精神的に追い

 

宮さんに

     

   。」

れたパ

P アド

のもの

る！ 

が書き

ず だ か

罪を認

！ 

官 

冤罪 

を認めて

。予想し

大学で講義

のパソコン

た。 

   が

二宮さんは

め，二宮さ

０日間勾留

い込まれ，

どんな言

  

 

し

て

葉



▲無

村

 

 

▲

[テキストを

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無罪判決を

村木厚子さん

     

     

裁判

審査

誤認Ａ 

Ｂ 

危機的状

冤罪

 

 

なぜ冤

こるのだ

学習

状況を分

人質Ｃ 

▲留置場の様

を入力してく

言い渡され

ん 

 

   

判官の 

査 

認逮捕 

状況 

2 

冤罪は起

だろうか。 

 

習課題 

分析する 

質司法 

子（イメー

ださい] 

れた

 

 

の

る

被

人

逃

必

 

し

が

審

請

で

い

 

る

く

さ

察

必

の

接

に

ま

 

 

 

「冤罪

 

ジ） 

冤罪はな

理由が考

１つ目は

と，主に

疑者の中

もいます

亡したり

ずしも真

２つ目は

ては，現

必要です

査するた

求は却下

，請求さ

ることが

３つ目は

と，罪を

なります

れてから

官は取り

要であれ

必要性を

被疑者は

見を制限

追い込ま

う（虚偽

罪を取

11 

なぜ起こる

考えられま

，誤った

警察が捜

中には，や

す。それは

，証拠を

真犯人を捕

，却下率

現行犯逮捕

す。これは

めです。

下されます

れた逮捕

が分かりま

，人質司

認めない

す。これを

48 時間以

調べを行

れば裁判官

認めると

，勾留期

限されたり

れてしま

偽自白）こ

取り巻く

なんで

るのでしょ

ます。 

た被疑者の

捜査し，被

やってもい

は逮捕の目

を隠したり

捕まえるこ

率の低い裁

捕を除くと

は，裁判官

逮捕の必

す。しかし

捕状は，ほ

ます。 

司法です。

いかぎり，

を人質司法

以内に警

行い，勾留

官に勾留状

と，最大で

期間には取

りします。

まい，やっ

こともあり

 

く社会

こんなこ

ょうか。そ

の認定です

被疑者を逮

いない罪で

目的が，あ

りするのを

ことではな

裁判官の審

と，裁判官

官が，逮捕

必要がない

し，2007 年

ほとんど自

被疑者は

留置場か

法と呼びま

察から検

留が必要か

状を請求

で 20 日間

取り調べや

その結果

ってもいな

ります。 

会のしく

ことに？ 

それには大

す。刑事事

逮捕します

で逮捕さ

あらかじ

を防ぐこ

ないからで

審査です。

官の発布す

捕の理由や

いと判断

年の却下率

自動的に発

はいった

から出る

ます。被疑

検察へ送ら

かどうか

します。裁

勾留でき

や監視を

果，被疑者

ないこと

くみ」

大きく３

事件が起

す。しかし

れてしま

め被疑者

とにあり

です。 

。逮捕に

する逮捕

や必要性

されると

率は 0.03

発付され

ん逮捕さ

ことは難

疑者は逮

られます。

を判断し

裁判官が

きます。

受けたり

者は精神

を言って

 

つ

起こ

し，

う

が

，

際

状

を

，

％

て

れ

し

捕

検

，

そ

，

的

し



 
Ⅰ 

 
Ⅱ 

▼資

 

精

間

で

る

（

 
Ⅲ 

[テキストを

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用語の

調べよ

理由を

分析し

▲資

資料④ 甲山

まず素っ裸

精神をずたず

間の観念が奪

ですが，すべ

る力もマヒし

（朝日新聞，

す
る
こ
と
。」
だ
よ
ね
。

漫画を

説明し

を入力してく

の意味を 

う 

整理・ 

しよう 

資料① 逮捕

山事件元被告

裸になって身

ずたにされま

奪われ，不安

べて監視の下

し，取り調べ

1999 年 1

人
質
と
は
，「
交
渉
を
有

利
に
す
る
た
め
に
，
特

定
の
人
の
身
柄
を
拘
束

 

しよう 

ださい] 

１．

刑

２．

だ

捕状 

告山田悦子さ

３．

そ

逮捕

は 

検

 

②

４．

学

身体検査をさ

ました。兵庫

安になりまし

下に置かれ，

べに対抗して

10 月 14 日

次の用語

事事件，

なぜ逮捕

ろう。そ

▲

▲

さんの話 

なぜ「人

の理由を

捕状請求の却

   ％。

検察官が，①

 を解こう

②身柄を自由

二宮さん

習したこ

れました。人

県警の地下に

た。獄中でも

他人から見

無実を訴える

日朝刊） 

逮捕状請

114,8

勾留状請

61,6

12 

語の意味を

被疑者，

状請求の

の理由を

▲資料③ 留

▲資料② 逮

人質司法」

説明しよ

却下率

。 

逮

被疑者から

とする取り調

にしようとす

んは，なぜ

とを活用

人間としての

にある独房は

も食事や排泄

られ続けて生

る力をはぎ取

求数(A) 発付

834 1

求数(A) 発付

609 6

を調べよう

逮捕状，

の却下率が

を，以下の

留置場の房の

逮捕状・勾留状

という言

よう。 

逮捕状が  

     

されるとい

   を得

調べのし方が

する，「人質

ぜ虚偽自白

用して説明

のプライドを

は夜も昼も分

泄などの日常

生活させられ

取られます。

付件数(B) 却

13,766 

付件数(B) 却

60,510 

う。 

接見 

が低いこと

の図を使っ

の内部 

状請求数とそ

言葉が生ま

   

    

いう傾向。

得たら，②そ

が，①金銭等

質」交渉に似

白してしま

明してみよ

を剥奪され，

分からず，時

常はあるわけ

れると，考え

 

却下件数(C) 

29 

却下件数(C) 

1,096 

とが，問題

って説明

その却下率（

まれたのだ

裁判所の

    

とい

その代わりに

等を得ること

似ているから

まったのだ

よう。 

時

け

え

ど
ん
な
気
持
ち
に
な
る

の
か
な
あ
。

取り下げ件数

929 

取り下げ件数

3 

題になるの

しよう。

（2007 年）

だろうか

の審査が 

     

いう可能性。

に被疑者の

とと交換に，

。 

だろうか

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
２０
日

も
生
活
し
て
い
る
と
、

ど

気
持

数 却下率(C/

0.03%

数 却下率(C/

1.78%

の

。

 

。

/A)

/A)



 

 

コ

告

が

告

の

キ

会

制

害

画

参

[テキストを

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    

 

冤罪

めには，

にした

だろうか

学習

状況下で

コラム：「疑

告人の利益
「疑わしきは

もいう。有罪

が確実ではな

告人に有利な

きであるとす

の原則。 

キーワード

会新時代の

制度特別部
この委員会に

害者の村木厚

画監督の周防

参加している

危機的

冤罪

Ｂ 

Ａ 
私

で

社会

で

を入力してく

   

 

を防ぐた

，どのよう

らいいの

か。 

 

習課題 

で行動する

疑わしきは被

益に」 
は罰せず」と

罪であること

ないとき，被

な決定をすべ

する刑事裁判

ド：法制審議

の刑事司法

部会 
には，冤罪被

厚子さんや映

防正行監督も

る。 

状況 

３ 

に 

きること

会に 

きること

ださい] 
「冤罪

な

 

１

こ

い

に

る

 

と

と

国

き

 

そ

し

録

い

な

新

続

が

で

理

 
 

る 

被

と

と

被

べ

判

議

法

被

映

も

 

 

と 

と 

罪にい

やっても

ないために

被疑者に

に，黙秘

とを言わ

いる＝反省

になること

可能性も

第２に，

権利を守

を認める

選弁護人

ます。 

冤罪をな

の１つが

被疑者の

ば冤罪を

録音・録画

いう提案で

しかし，

など具体策

新時代の刑

続いていま

が減り，自

で，必要な

理するかな

13 

いかに

もいないこ

には，どう

には大きく

秘権です。

わなくても

省の態度が

ともありま

もあります

弁護人を

守るために

る権利です

人という国

なくすため

が，取り調

の自白に頼

をもたらし

画し，ガラ

です。 

どこまで

策は決まっ

刑事司法制

ます。取調

自白に頼る

な供述が得

などの課題

ど

して立

ことで逮捕

うすればよ

く２つの権

黙秘権と

もよいこと

が見られな

ますが，嫌

す。 

を選ぶ権利

に，専門家

す。ある特

国が選んだ

めに，制度

調べの可視

頼って，犯

します。そ

ラス張りに

で可視化す

っていませ

制度特別部

調べの可視

る捜査方法

得られな

題も指摘さ

 どうすれば

立ち向

捕されて

よいので

権利が認

とは，自分

とを認め

ないとみ

嫌疑不十分

利です。被

家の弁護人

特定の条件

だ弁護人

度の改革も

視化です。

犯人を認定

そこで，取

にすればい

するか，

せん。現在

部会」を中

視化が実現

法の見直

くなる，記

されていま

ば？ 

向かうか

，冤罪に

しょう。 

められて

分にとっ

る権利で

なされ，

分として

被疑者が

人の助け

件を満たす

に相談す

も検討され

。 

定する捜

取り調べ

いいので

それを誰

在も「法

中心に，

現すれば

しが期待

記録をど

ます。 

か」 

巻き込ま

います。

て不利益

す。黙っ

裁判で不

，釈放さ

自分の自

を受ける

す場合には

ることも

れています

査が，し

のようす

はないか

が決める

制審議会

話し合い

，虚偽自

される一

のように

れ

第

益な

て

不利

れ

由

こ

は，

で

す。

ば

すを

かと

か

会―

いが

白

一方

に管



▲資

▲資

取り

人質

共犯

膨大
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資料① 国選

資料④ 取調

り調べの客観

質司法の改善

犯者について

大なデータの

用語の

調べよ

制度・機

使い方

私の最

制度の

を評価

を入力してく

選弁護人選定

調べの可視化

観的記録 

善 

ての供述 

の管理 

意味を 

う 

機関の 

を知ろう

終提案 

あり方

しよう 

ださい] 

１．

黙

２．

ッ
 

黙

４．

う

○

が

３．

を

さ

定の流れ 

化のイメージ

う 

方

 次の用語

黙秘権，釈

被疑者の

トを，本

黙秘権 

誤って逮

したらい

○すること

がともない

取り調べ

参考に下

せよう。

▲資料②

ジ 

▲

取調べの

14 

語の意味

釈放，弁護

の諸権利を

本文を参考
メ

 

逮捕されて

いいかの提

とを勧めま

います」と

べの全過程

下の吹き出

 
取り調べの

なぜなら，

    

② 当番弁護

▲資料⑤ 法

の全過程を可

を調べよ

護人，国選

を行使する

考に表にま
リット 

てしまった

提案書を書

ます。しか

という形式

程可視化を

出しを埋め

の全過程可視

    

     

護士制度のポ

法制審議会を

可視化するか

う。 

選弁護制度

ることのメ

まとめよ

 

た二宮さ

書いてみ

かし，そ

式をとる

を進めるべ

めて，あな

視化について

     

     

ポスター 

▲

日
差
調
調
め

を扱う記事 

か，一部のみ

度，可視化

メリット

う。 
デメリット

んに，こ
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